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【別紙】 

 

１ 当事者の概要 

(1) 申立人組合は、令和元年12月に結成された労働組合で、関東地方の大学等におい

て非正規雇用で働く労働者を組織しており、本件申立時点における組合員数は３

名である。 

 (2) 被申立人法人は、教育・研究機関として、医療人・研究者を育成することを目

的とする学校法人であり、○○○○○○○○大学を設置し、同大学には、医学部、

大学院、キリスト教文化センター等が設置されている。 

 

２ 事件の概要 

  被申立人法人で職員と非常勤講師を兼務していたＸ２は、異動及び非常勤講師の

雇止めなどが予定されたため、申立外の労働組合に加入し、令和元年７月までに、

複数回団体交渉が行われた。その後、Ｘ２は、申立人組合に加入し、12 月、組合は、

法人に団体交渉を申し入れたが、法人が回答を行わなかったため、組合は、本件救

済申立てを行った。 

組合と法人との間で、９回団体交渉が行われたが、４年３月２日の第９回団体交

渉において、組合は、法人側の発言に対して「黙れ。」、「しゃべるな。」などの発言

を繰り返し、法人は、団体交渉開始から約 40 分が経過した時点で交渉を打ち切った。 

４月 14 日、組合は、法人に対して改めて団体交渉を申し入れたが、法人が回答

を行わなかったため、同月 18 日、組合は、法人が第９回団体交渉を打ち切ったこと

及びその後の法人の対応が正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとして、本件の

追加申立てを行った。一方、４月 19 日、法人は、組合に対して文書で、今後、組合

との団体交渉に応じない旨を通知した。 

本件は、①４年３月２日の団体交渉における法人の対応は、正当な理由のない団

体交渉拒否又は不誠実な団体交渉に当たるか否か（争点１）、②組合からの４月 14

日付申入れに対し、法人が４月 19 日付けで、応ずることができない旨を回答したこ

とは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か（争点２）がそれぞれ争われ

た事案である。 

 

３ 主文 

本件申立てを棄却する。 

 

４ 判断の要旨 

⑴ 令和４年３月２日の団体交渉における法人の対応について 

第９回団体交渉において、法人は、団体交渉の開始から約40分で、組合との団

体交渉を打ち切っている。 

組合は、第９回団体交渉における団体交渉事項は、寄附行為の細則の開示・送

付であると主張する。 

第９回団体交渉において寄附行為の細則の開示・送付に関するやり取りが主と

なっていった経緯は、第７回団体交渉の途中から、組合が、法人の常勤ないし専

任の理事が団体交渉に出席していない理由を質問していく中で、理事会の関与が

ないまま理事長が単独でＹ２執行役員に団体交渉の委任を行っていることに疑問



 

2 

 

を呈し、法人に対して説明を求めたところ、法人が、寄附行為のほかに、施行規

則や寄附行為の下位規定（細則）である常任役員会規定を引用して説明を行った

ことから、組合が、法人の説明の根拠となるものを開示・送付することを求める

ようになったというものである。 

以上の経緯を踏まえ、第９回団体交渉における法人の対応が正当な理由のない

団体交渉拒否ないし不誠実団体交渉に当たるかどうかを判断するに当たっては、

第７回及び第８回の団体交渉における法人の対応・説明等も交渉経過として考慮

しながら、第９回団体交渉における労使双方の交渉態度を検討した上で判断する

必要がある。 

ア 第７回及び第８回団体交渉における法人の対応・説明について 

  法人は、第７回団体交渉においては、法人としてＹ２執行役員に組合との団体

交渉についての交渉権限を適切に付与（委任）しており、また、法人内部の意思

決定として団体交渉の対応に理事会の決定を要しないことについて、第８回団体

交渉においては、団体交渉の対応が理事会決定事項ではなく担当理事への委任が

可能であることの根拠・判断基準や、総務担当理事への委任事項に団体交渉の対

応が含まれることをあらかじめ決定していることについて、それぞれ、主として

寄附行為及び施行規則の具体的な根拠規定を詳細に挙げながら、十分な時間を掛

けて、説明を行っている。 

したがって、法人は、組合が第７回団体交渉の途中から問題視して質問を繰り

返している、団体交渉出席者の交渉権限やその根拠に係る論点についても、法人

としての理解の下に、組合に対して相応の説明を行っているとみるのが相当であ

る。 

イ 法人側の団体交渉出席者について 

本件において、法人側は、組合との全９回の団体交渉を通じて、人事部門の業

務執行に関して責任を負うＹ２執行役員や、人事部長といった、法人内において

相応の役職にあり、かつ人事労務について知見のある役職の者が出席している。

また、法人側は、毎回複数の代理人弁護士が出席しており、当該代理人弁護士が、

法人からの委任を受けて団体交渉に出席し交渉を行っている。 

そして、これらの法人側の出席者は、第６回団体交渉までは、主に、Ｘ２の無

期転換の時期、無期転換に関して行われた手続、無期転換の期間の考え方、科目

閉講時の法人とＸ２とのやり取りなどに関する組合からの質問に対し、各回おお

むね２時間ないし３時間を確保し、組合に送付した回答書面への補足もしつつ、

法人の見解を説明し、回答を行っている。また、第７回団体交渉以降も、組合が

問題視して質問を繰り返している、団体交渉出席者の交渉権限やその根拠に係る

論点について、法人としての理解の下に、組合に対して相応の説明を行っている。 

そうすると、上記法人の対応については、交渉権限を付与（委任）した交渉担

当者及び代理人弁護士を組合との団体交渉に出席させ、交渉事項について実質的

に回答、説明を行い、協議したとみるのが相当であり、法人側の出席者に特段の

問題は認められない。 

ウ 第９回団体交渉における労使双方の交渉態度について 

法人は、組合による法人側出席者に対する不穏当な発言が繰り返されたにもか

かわらず、なんとか説明を続けようとしており、組合からの「黙れ。」、「しゃべる

な。」といった法人の発言そのものを妨害する発言に対しても、「『黙れ。』じゃな

いでしょ。」、「話を聞いてください。」、「しゃべらなかったら・・・説明できない
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じゃないですか。」などと発言し、なお、組合の納得を得るべく、説明の継続を試

みている。しかしながら、組合は、「黙れ。」という発言を10回、「しゃべるな。」

という発言を８回繰り返し、法人の発言を遮ることに終始していた。 

以上のような、第９回団体交渉における労使双方の交渉態度に照らせば、法人

が組合との団体交渉を打ち切った時点において、両者の間で、団体交渉事項に関

して実質的・建設的な交渉を行うことは不可能な状態に陥っていたとみるほかな

い。そして、その直接的な原因は、「話合いじゃねえって言ってんだよ、こっちの

ことに答えるのがあんたらの義務であって、それ以上何かしゃべる権利なんかね

えって言ってんだよ。」などの労使が対等の立場で協議するという団体交渉の趣旨

を自ら否定ないし没却する発言や、繰り返し法人の発言そのものを妨害し続けた

組合の交渉態度にあったことは明らかというべきである。 

エ 寄附行為の細則の開示・送付に係る法人の対応について 

第７回団体交渉において、組合は、法人に対し、理事長の権限、理事会の権限、

Ｙ２執行役員が理事会とどういう関係の立場になり得るのかなどが分かるような

寄附行為関係（規則関係）を内部のものを含めて全てについて、次回の団体交渉

までに送信するように要求し、最終的には、法人から、「今、Ｘ３さんが要求した

ことについては回答します。」、（「該当箇所全部出すってことで了解しましたよ。

よろしいですね。」との組合からの質問に対して）「はい。」との回答を得ている。 

しかしながら、法人は、第７回団体交渉後に寄附行為を、第８回団体交渉後に

施行規則を、それぞれ送付したものの、第９回団体交渉前までに、更なる下位規

定である寄附行為の細則については送付していない。そうすると、組合の認識か

らすれば、組合の要求資料に施行規則だけでなく細則も含まれているという理解

の下、組合が法人の対応に不満を抱くことにも理由がないわけではなく、第９回

団体交渉において、組合が法人の対応に苦言を述べたこと自体は理解できなくは

ない。 

他方で、第８回団体交渉において、法人は、組合の「１月中に施行規則を送っ

てくるように。いいですね。」との確認に対しては、「はい、分かりました。」と回

答しており、また、組合の「実際あんたらは・・・（組合への説明の中で）施行規

則まで出して（引用して）きてんじゃねえかよ。そしたら何でそれをオープンに

してねえんだよ。」との発言に対しても、「１月中に施行規則をあの・・・。」と回

答するなどしている。そうすると、法人において、第８回団体交渉においては、

組合から明示的に開示・送付を求められたのは施行規則のみであると認識し、第

８回団体交渉後に、施行規則のみを組合に送付したことについては、不自然とま

ではいえない。 

そして、こうした状況の中、第９回団体交渉において、組合が、施行規則のみ

を開示・送付し、寄附行為の細則の開示・送付を行わなかったという法人の過去

の行為について繰り返し理由を問いただしても、法人としては、Ｙ２執行役員の

認識として、施行規則を１月中に開示・送付するということで理解していたとい

うことを、法人の認識として説明するほかない状況にあったというべきである。

その上で、法人は、組合からの、施行規則に基づく下位規定の指摘に対し、執行

役員規定の存在を認めた上で、「出せます。」と述べ、開示できる旨を回答してい

る。 

それにもかかわらず、組合は、なお納得せずに、施行規則と同時に寄附行為の

細則を開示しなかった理由についての説明を求め続けている。 
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以上のような状況においては、組合の追及に対し、法人が同じ説明を繰り返す

ことしかできないことは明らかであり、それは、法人としての認識を説明してい

るのであるから、実質的に回答を拒否する発言とはいえない。Ｙ３弁護士の「こ

ちらは今、Ｙ２さんがＹ２さんの認識を伝えたということ。」という発言も、Ｙ２

執行役員が法人としての当時の認識を回答したことを説明しようとしたものであ

り、「実質的回答拒否発言」と評価されるものではない。組合は、法人の認識が、

組合の要求に適切に応えたものでないならば、その旨を指摘して説明すればよか

ったのである。法人の対応が、組合が望むとおりのものではなかったとしても、

法人としての認識を述べていたＹ２執行役員やＹ３弁護士に対して不穏当な発言

を繰り返したり、団体交渉は労使の話合いではなく組合の質問に答える以上に法

人に発言する権利はないと発言し、「黙れ。」、「しゃべるな。」など法人側の発言を

遮る言葉を繰り返した組合の交渉態度を正当化することは到底できない。 

⑵ 組合からの４月14日付団体交渉の申入れに対する法人の回答について 

ア 前記⑴ウで判断したとおり、第９回団体交渉で法人が組合との団体交渉を打

ち切った時点において、両者の間で、団体交渉事項に関して実質的・建設的な

交渉を行うことは不可能な状態に陥っており、その原因は、労使が対等の立場

で協議するという団体交渉の趣旨を自ら否定ないし没却する主張及び法人の発

言そのものを妨害し続ける発言を繰り返した組合の交渉態度にあったことは明

らかというべきである。それにもかかわらず、組合は、４月14日付通告書にお

いて、自らの交渉態度等を改める姿勢を一切示さないまま、第９回団体交渉に

おける法人の交渉打切りを一方的に非難して交渉の再開を求めることに終始し

ている。 

イ また、前記⑴エで判断したとおり、法人は、寄附行為の細則の開示・送付に

ついて、組合からの質問に対し、法人としての認識を繰り返し説明しており、

そのほか、前記⑴アで判断したとおり、法人は、組合が第７回団体交渉の途中

から問題視して質問を繰り返している、団体交渉出席者の交渉権限やその根拠

に係る論点についても、法人としての理解の下に、組合に対して相応の説明を

行っている。しかし、こうした法人の対応や説明にもかかわらず、組合の納得

が得られないまま、前記⑴ウのとおり、組合の交渉態度が悪化し、自ら団体交

渉の趣旨を否定ないし没却する主張及び発言をするまでになっていった。 

ウ 以上の状況に照らせば、法人が、上記のような組合の交渉態度から、第９回

団体交渉のみならず、以降の組合との団体交渉においても、組合との間で実質

的・建設的な交渉を行うことは期待できないと考え、団体交渉を行わないと判

断したのもやむを得ないものといわざるを得ない。 

エ したがって、法人が、４月19日付ご連絡において、以降の組合との団体交渉

に応じないと回答したことには、相応の理由があったといえ、正当な理由のな

い団体交渉拒否には当たらない。 

 

５ 命令交付の経過 

 (1) 申 立 年 月 日     令和元年12月27日 

 (2) 公益委員会議の合議  令和６年８月27日 

 (3) 命令書交付日     令和６年 10 月８日 


